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人事評価に関する訓令第２１条第５項の規定による人事評価記録書

を提出する者の指定について（通達）

標記について、下記のとおり定め、平成２８年１０月１日から適用することと

したので、通達する。

なお、勤務評定に関する訓令第１２条第２項の規定による勤務成績報告書の保

管者の指定（長発人事第６４．６５号。３３．７．３０）は、廃止する。

記

１ 防衛省本省の施設等機関、統合幕僚監部、情報本部及び防衛監察本部の４級

以上（任命権に関する訓令（昭和３６年防衛庁訓令第４号。以下この項におい

て「訓令」という。）別表に掲げる行政職俸給表（一）の４級以上及びこれら

に対応する各俸給表の級をいう。以下同じ。）の事務官等並びに地方防衛局の

３級以上（訓令別表に掲げる行政職俸給表（一）３級以上及びこれらに対応す

る各俸給表の級をいう。）の事務官等に係る人事評価記録書を提出する者とし

て、当該施設等機関の長、統合幕僚長、情報本部長、防衛監察監及び地方防衛

局長を指定する。

２ 次の各号に掲げる自衛官及び事務官等に係る人事評価記録書を提出する者と

して、当該各号に定める者を指定する。

⑴ ３等陸佐以上の自衛官並びに陸上幕僚監部並びに陸上自衛隊の部隊及び機

関（自衛隊情報保全隊、自衛隊体育学校、自衛隊中央病院、陸上幕僚長の監

督を受ける自衛隊地区病院及び自衛隊地方協力本部を含む。）の４級以上の

事務官等 陸上幕僚長



⑵ ３等海佐以上の自衛官並びに海上幕僚監部並びに海上自衛隊の部隊及び機

関（海上幕僚長の監督を受ける自衛隊地区病院を含む。）の４級以上の事務

官等 海上幕僚長

⑶ ３等空佐以上の自衛官並びに航空幕僚監部並びに航空自衛隊の部隊及び機

関（航空幕僚長の監督を受ける自衛隊地区病院を含む。）の４級以上の事務

官等 航空幕僚長

３ 自衛隊サイバー防衛隊の４級以上の事務官等に係る人事評価記録書を提出す

る者として、統合幕僚長を指定する。

４ 防衛装備庁の事務官等（自衛隊法（昭和２９年法律第１６５号）第３０条の

２第６号に規定する幹部隊員を除く。）に係る人事評価記録書を提出する者に

ついては、防衛装備庁長官が別に指定する。

５ この通達による廃止前の勤務評定に関する訓令第１２条第２項の規定による

勤務成績報告書の保管者の指定により、勤務成績報告書の保管者として指定し

た者については、なお従前の例による。


